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【商標】審決・判決のご紹介 

 
   

 

◆不服 2015-011519 

商標法 3条 1項 6号の適用について 

 

＜審決の概要＞ 

商標「健康一番黒にんにく」（標準文字） 

 

原査定： 

『黒にんにく』は「にんにくが黒くなるほど熟成したもの」を表す語、『健康一番』は「健康が一番大切

である」ことを直感させる語であり、健康に資する商品として宣伝・公告の為の文言として認識される

ので、これらを結合した商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、

３条１項６号に該当する。 

 

本審決： 

(A)『健康一番』は「健康が最も大切」ほどの意味合いを生じる語、『黒にんにく』は「熟成して黒く変色

したにんにく」を表す語だが、これらを結合させた本件商標からは特定の意味合いを生じない。 

(B)また、「健康一番黒にんにく」の文言は、自他商品識別機能を有しないと言えるほどに、商品の品質等

を表すものとして取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。 

よって、３条１項６号に該当するとした原査定は妥当でない。 

 

＜考察＞ 

[背景] 

 調べたところ、「健康一番」は多様な分野（食品・医療・ペットフード等）で商品名や屋号に使用され

ている。一方、「黒にんにく」は審決説示の通り、商品の普通名称ないし品質表示語である。 

 

[問題提起] 

 結論は妥当。商標全体として、商品等について識別力のない用いられ方をしている例は見受けられな

かった。 

 しかしながら、理論づけには疑問あり。特に(B)は、単に３条１項３号の非該当性をいうものであり、

（A）と合わせても同６号該当性を覆すものかどうかは疑問。どういった論理づけが妥当か？ 
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本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、 

下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。 

 

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT ＆ TRADEMARK 

大阪法務戦略部長 ：八谷 晃典（大阪本部在籍） 

東京法務戦略部長 ：石黒 智晴（東京本部在籍） 

TEL（大阪）：０６‐６３５１‐４３８４（代表） 

TEL（東京）：０３‐３４３３‐５８１０（代表） 

E-Mail ：  

 

 

【免責事項】 

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。 

当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。 

 

【無断複製・転載禁止】 

 本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。 

特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT ＆ TRADEMARK,  All rights reserved. 

 

  

 


